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様式第３号

沖縄県土木建築部公告土施第４号

簡易公募型プロポーザル方式総合評価型設計共同体発注に係る手続開始の公告

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、次のとおり技術提案書

の提出を招請します。

平成30年７月20日

沖縄県知事 翁長 雄志

１．業務の概要

(1) 業 務 名：県営平良南団地建替工事基本設計業務

(2) 建設場所：沖縄県宮古島市地内

(3) 業務概要：県営平良南団地の建替工事に係る基本設計

・建物の概要

施設名称 県営平良南団地

主な用途 共同住宅

延べ面積 約16,293㎡

敷地面積 約20,527㎡

(4) 履行期限：契約の日から平成31年３月15日（金）まで。

(5) 契約限度額：34,962,840円（税込み）以下で契約を行う。

(6) 本業務は、受注者を特定する場合において、一定の条件を満たす者を公募により選定し、当該

業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書（以下「技術提案書」という。）の

提出求め、技術提案書の内容が業務の履行に最も適した者を受注者とするプロポーザル方式の試

行業務である。

２ 参加者に要求される資格

(1) 参加者に共通して求める要件（設計共同体にあっては、全ての構成員が該当する。）

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当していないこと。

イ 沖縄県土木建築部における平成29・30年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録

資格者名簿に建築関係建設コンサルタントとして登録が有効であること。

ウ 参加表明書等の提出期限の最終日から特定日までの期間において、沖縄県の工事等契約に係

る指名停止等の措置要領に基づく指名停止がなされていないこと。

エ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県

土木建築部発注コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でな

いこと。

オ 参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、以下

の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、沖縄県

土木建築部競争入札心得第３第２項の規定に抵触するものではない。

(ｱ) 資本関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社または子会社の一方が更生会社又

は更生手続が存続中の会社である場合は除く。

ａ 親会社と子会社の関係にある場合

ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(ｲ) 人的関係

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただしａについては、会社の一方が更生会社又は

更生手続が存続中の会社である場合は除く。

ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
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(ｳ) その他競争の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記ａ又はｂと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

カ 会社更生法（平成15年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更

生計画の認可がされていない者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開

始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。

キ 沖縄県内に主たる営業所があること。

ク 実施方針及び評価テーマが適正であること。

(2)実績要件

ア 参加希望者は、以下の(ｱ)～(ｳ)の全ての項目に該当する業務の実績（以下「業務実績」とい

う。）を有すること。

(ｱ) 平成20年４月１日以降、本業務公告の日までに契約履行が完了した設計業務

(ｲ) 本業務において担当する分担業務分野での設計業務実績

(ｳ) 以下を満たす施設の設計業務

・同種業務の実績における対象施設は下記のとおりとする。

建築物用途 平成21年国土交通省告示第15号別添２第六号に掲げる施設

主たる構造 鉄筋コンクリート造

延べ面積等 5,000㎡以上

設計内容 基本設計又は実施設計（ただし、改修工事は含まない）

発注者 国、地方公共団体（※１）、その他の公共団体（※２）または、独立行政法

人（※３）（以下、「公共団体等」という。）

※１ 地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体を

いう。

※２ その他の公共団体は、公共組合（健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、

農業共済組合等）、営造物法人（公庫、公団、事業団）、地方三公社（土地開発公社、

住宅供給公社、道路公団）をいう。

※３ 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法

人、地方共同法人をいう。

・類似業務の実績における対象施設は下記のとおりとする

建築物用途 平成21年国土交通省告示第15号別添２第四号、第六号及び第七号に掲げる施

設

主たる構造 鉄筋コンクリート造

延べ面積等 2,000㎡以上

設計内容 基本設計又は実施設計（ただし、改修工事は含まない）

発注者 「公共団体等」が発注者である委託業務

(3) 配置予定技術者の要件は下記による

ア 管理技術者(※４)として一級建築士が配置できること。

イ 管理技術者及び記載を求める各分野の主任担当技術者は（※５）、平成20年４月１日以降に

完了した１件以上の「業務実績」を有していること。

ウ 管理技術者は、過去3ヶ月以上にわたり参加希望者と直接的な雇用関係があること。

エ 主任担当技術者は、沖縄県土木建築部における平成29・30年度測量及び建設コンサルタント

等入札参加資格者名簿に建築関係コンサルタントとして登録されている事務所に所属している

者であること。

オ 管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、それぞれ１名であること。

カ 管理技術者は、記載を求める各主任担当技術者を兼任しないこと。また、記載を求める主任

担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任しないこと。

キ 分担業務分野の主任担当技術者は、下記の表に掲げる各分野ごといずれかの資格を有す
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ること。

表

分担業務分野 資 格

建 築 一級建築士、二級建築士

構 造 一級建築士、構造一級建築士、二級建築士

電 気 建築設備士、技術士、一級建築士、設備一級建築士、一級電気施工管

理技士、二級電気工事施工管理技士

機 械 建築設備士、技術士、一級建築士、設備一級建築士、一級管工事施工

管理技士、二級管工事施工管理技士

ク 管理技術者の手持ち業務について、携わっている業務（本業務を含まず、落札後又は特定後

未契約の業務を含む。）の契約金額が2.5億円未満かつ件数が５件以内であること。

ケ 各主任担当技術者の手持ち業務について、携わっている業務（本業務を含まず、落札後又は

特定後未契約の業務を含む。）の契約金額が１億円未満かつ件数が３件以内であること。

コ 分担業務分野のうち、「建築」を再委託しないこと。

サ 業務の一部を再委託する場合にあっては、再委託先である協力事務所が参加表明書等の提出

期限日から落札者決定の日までの期間において、沖縄県の工事等契約に係る指名停止等の措置

要領に基づく指名停止がなされていないこと。

注：※４ 「管理技術者」とは、「建築設計業務委託契約書」（平成12年６月２日土技第158号）

第15条の定義による。

※５ 「主任担当技術者」とは、管理技術者の下で各分担業務分野における担当技術者を総

括する役割を担う者をいう。

※６ 分担業務分野の分類は下記による。なお、参加表明書及び技術提案書の提出者におい

てこれ以外の分野を追加することは差し支えないが、その場合、別記様式９に従い当該

分野の業務内容及び分野を追加する理由等を明確にしておくこと。

ただし、この場合において当該分野の技術者の評価は行わない。

分担業務分野 業 務 内 容

建 築 平成21年国土交通省告示第15号別添一第１項第一号及び第二号におい

て示される「設計の種類」における「総合」

構 造 同上「構造」

電 気 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの

機 械 同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇

降機」に係るもの

(4) 設計共同体は以下の要件を満たすこと。

ア ３者設計共同体とする。

イ 自主結成方式とする。

ウ 当該業務に関し、２つ以上の設計共同体の構成員になることはできない。

エ 代表者は、構成員のうち最大の履行能力を有し、かつ最大の出資割合の者でなければならな

い。

オ 構成員のうち、最小の出資者の出資割合は20%以上であること。

カ 設計共同体の協定書が、業務説明書と同時に配布する「設計共同体協定書」によるものであ

ること。

キ 管理技術者は、設計共同体の代表者に所属していること。

ク 参加者の代表者は、施設建築課が作成した平成29・30年度建築関係コンサルタント名簿（総

合評価点順位）におけるＡランクの事務所で３名以上の一級建築士が所属していること。

ケ 構成員のうち１者は、代表者およびコの設備設計事務所以外で、沖縄県宮古土木事務所管内
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に主たる営業所を有する者であること。

コ 構成員のうち１者は、沖縄県の平成29・30年度測量及び建設コンサルタント等業務入札参加

資格申請時に希望業務内容を衛生、電気、機械設備積算、電気設備積算等の設備関係業務とし

た者(いわゆる設備設計事務所）であること。

サ 代表者以外の構成員には１名以上の主任担当技術者が所属していること。

(5) 業務実施体制に関する要件 参加説明書による。

(6) 参加者を選定するための基準等

上記によるもののほか、測量及び建設工事コンサルタント業者等の指名に関する要領に定める

指名基準による。詳細は参加説明書による。

３ 技術提案書の提出者を選定するための基準

(1) 管理技術者等の業務実績

(2) 管理技術者等の実務経験年数

(3) 専門分野の技術者資格

(4) CPDの取得単位

４ 技術提案書の評価基準等

(1) 専門分野の技術者資格

(2) 管理技術者等の業務実績実績

(3) 管理技術者等の実務経験年数

(4) CPDの取得単位

(5) 業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案

５ 手続等

(1) 担当部局

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

沖縄県土木建築部施設建築課企画班

TEL 098－866－2416 FAX 098－867-3314

(2) 参加説明書、設計図書の交付期間、交付方法等

ア 交付期間 平成30年７月20日（金）から

イ 交付方法 沖縄県電子入札ポータルサイト内、入札情報サービスからダウンロードして下さ

い。

【入札情報システム】https://www.ep-bis.supercals.jp/ebidPPIPublish/EjPPIj?KikanNO=4700000

(3) 参加表明書の提出等

参加を希望する者は、持参により参加表明書及び確認資料等を提出すること。

ア 参加表明書の提出期間、提出場所及び方法等

(ｱ) 受付期間 平成30年７月20日（金）から平成30年８月１日（水）までの間、平日9:00か

ら17:00まで。

(ｲ) 受付場所 上記(1)に同じ

(ｳ) 提出書類 参加説明書による

イ 技術提案書の提出要請の通知（選定通知）

平成30年８月15日(水)を予定する。

(4) 技術提案書の提出等

技術提案書の提出方法は、持参又は郵便により提出すること。ただし、郵便の場合は、配達記

録が残るものに限る。

ア 提出資格

5.(3).イに基づき、技術提案書の提出要請を受けた者。

イ 技術提案書の提出期間等

(ｱ) 提出期間 平成30年８月16日（木）から平成30年９月４日（火）までの間、平日9:00か
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ら17:00まで。ただし、郵送の場合は平成30年９月４日（火）消印有効。

(ｲ) 提出場所 上記(1)に同じ

(ｳ) 提出書類 参加説明書による

ウ 技術提案書のヒアリング

(ｱ) 期 間 平成30年９月10日(月)から平成30年９月12日(水)までの間を予定する。

(ｲ) ヒアリングの方法等 参加説明書による。

６ その他の留意事項

(1) 本手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 契約保証金

契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保

証金を納めなければならない。

(3) 当該業務に直接関連する他の設計業務等の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契

約により締結する予定の有無：無。

(4) 関連情報の問い合わせ先

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

沖縄県土木建築部施設建築課企画班

TEL 098－866－2416 FAX 098－867-3314

(5) 詳細は、参加説明書、沖縄県電子入札運用基準及び沖縄県土木建築部競争入札心得による。


